
 

 

 

令和３年度の共通理解事項について 

 年度初めに当たり、共通理解事項を確認させていただきます 

 ☆欠席連絡について 

  ＜ご家庭から学校へ＞ 

  ・学校を欠席される場合は、必ず欠席届を提出してください。（様式は、瀬田南

小学校ホームページからダウンロードできます。） 

  ・兄弟に持たせていただくか、登校班に預けてください。 

  ・ファックスで送信（５４５－８２１８）していただいてもかまいませんが、登

校班への連絡も、忘れずにお願いします。 

  ＜学校からご家庭へ＞ 

  ・欠席届をいただいた場合は、学校から確認の電話はいたしません。 

   （症状の確認等で電話させていただくこともございます） 

  ・翌日の時間割や持ち物についての連絡はいたしませんので、時間割表通りの準

備を持たせていただけば結構です。 

   （時間割変更や特別な持ち物が必要な場合は、連絡させていただきます。） 

 

 ☆リコーダー・鍵盤ハーモニカ、習字セット等の取り扱いについて 

  ＜リコーダー・鍵盤ハーモニカ＞ 

    感染防止対策を行った上で指導します。 

    ２週間に１度は家に持って帰ってもらいますので、リコーダーや吹き口・パ

イプをきれいに洗い乾かしてください。乾燥したら、また学校に持たせてくだ

さい。 

  ＜習字セット＞ 

    授業で習字セットを使った後は、その日のうちに家に持って帰ってもらいま

す。家で、筆と墨池を洗って乾かしてから、また学校に持たせてください。 

  ＜図工セット＞ 

    今年度は、学校の手洗い場で密を避けながら洗うことにしますので、たびた

び持ち帰ることはありません。 

 

児童宅確認日について 

  今年度も、家庭訪問は実施せず、４月２６日（月）・２７日（火）の二日間を、

「児童宅確認日」とさせていただきます。 

  学級担任が、住所と地図を頼りに、学級の子どもたちのご自宅を確認して回らせ

ていただきます。チャイムを鳴らしたり、お宅に上がらせていただいたりすること

はありませんので、ご自宅で待っていただく必要はございません。裏面の「確認票」

をポストに入れさせていただきます。確認日が終わってもポストに「確認票」が入

っていない場合は、担任までお知らせください。 

  学校生活を送る中で、ご家庭を訪問しなければならない時があるかもしれません。

その時に慌てないためのお宅確認ですので、ご理解ください。  

 

 

 

 

 

 

校 訓 「自 我 作 古 」 ： 自 らの道 を自 らの力 で切 り拓 き、新 しい歴 史 を作 り上 げていこう！ 
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